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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条

第
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

こ
の
協
定
は
、
我
が
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
に
お
い
て
、
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
の
自
由
化
及
び
円
滑
化
を
進
め
、
投

資
の
機
会
を
増
大
さ
せ
る
と
と
も
に
、
電
子
商
取
引
、
政
府
調
達
、
競
争
政
策
、
知
的
財
産
、
中
小
企
業
等
の
幅
広
い
分
野
で

の
枠
組
み
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
一
八
年
（
平
成
三
十
年
）
七
月
十
七
日
に
東
京
で
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
四
百
二
十
四
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
附
属
書
か
ら
成
り
、
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
一
方
の
締
約
国
は
、
協
定
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
附
属
書
二

Ａ
の
規
定
に
従
っ
て
、
他
方
の
締
約

－

国
の
原
産
品
に
つ
い
て
関
税
を
引
き
下
げ
、
又
は
撤
廃
す
る
。

１

我
が
国
に
よ
る
関
税
撤
廃
等
の
主
要
品
目

イ

農
林
水
産
品

米
に
つ
い
て
関
税
撤
廃
・
削
減
等
の
対
象
か
ら
除
外
。
麦
・
乳
製
品
に
つ
い
て
国
家
貿
易
制
度
を
維
持
。
ソ
フ
ト
系
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チ
ー
ズ
に
つ
い
て
品
目
横
断
的
な
関
税
割
当
て
を
設
定
（
枠
内
税
率
は
段
階
的
に
引
下
げ
、
十
六
年
目
に
無
税
）
。

牛
肉
に
つ
い
て
十
五
年
か
け
て
段
階
的
に
関
税
を
引
下
げ
（
輸
入
急
増
に
対
す
る
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
を
確
保
）

ロ

工
業
製
品

ほ
ぼ
全
て
の
品
目
に
つ
い
て
関
税
を
即
時
撤
廃

２

欧
州
連
合
に
よ
る
関
税
撤
廃
等
の
主
要
品
目

イ

農
林
水
産
品

牛
肉
、
茶
、
水
産
物
等
を
含
む
ほ
ぼ
全
て
の
品
目
に
つ
い
て
関
税
を
即
時
撤
廃

ロ

工
業
製
品

大
部
分
の
品
目
に
つ
い
て
関
税
を
即
時
撤
廃
。
乗
用
車
に
つ
い
て
関
税
を
八
年
目
に
撤
廃
。
自
動
車
部
品
に
つ
い
て

九
割
以
上
の
品
目
で
関
税
を
即
時
撤
廃

二
、
一
方
の
締
約
国
の
原
産
品
と
さ
れ
る
産
品
は
、
他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
他
の
産
品
を
生
産
す
る
た
め
の
材
料
と
し
て
使

用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
他
方
の
締
約
国
の
原
産
品
と
み
な
す
。
両
締
約
国
は
、
自
動
車
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
一
部
産

品
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
が
自
由
貿
易
協
定
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
等
の
要
件
を
満
た
し
た
第
三
国
を
原
産
地
と
す
る
も
の



- -3

を
、
こ
の
協
定
に
お
け
る
原
産
材
料
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
原
産
地
に
関
す
る
申
告
に
つ
い
て
は
、
産
品
が
原
産
品
で

あ
る
こ
と
を
示
す
情
報
に
基
づ
い
て
当
該
産
品
の
輸
出
者
が
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
締
約
国
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
二
国
間
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
投
資
の
自
由
化
に
つ
い
て
、
一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
領
域
に
お
け
る
法
人
等
の
設
立
及
び
運
営
に
関
し
、
他
方
の
締

約
国
の
企
業
家
及
び
対
象
企
業
に
対
し
、
内
国
民
待
遇
及
び
最
恵
国
待
遇
を
与
え
る
。
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に

つ
い
て
、
一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
サ
ー
ビ
ス
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し
、
内
国
民
待
遇
及
び
最
恵
国
待

遇
を
与
え
る
。
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
等
の
規
制
の
枠
組
み
に
つ
い
て
定
め
る
。
電
子
商
取
引
に
つ
い
て
、

両
締
約
国
は
、
電
子
的
な
送
信
に
対
し
て
関
税
を
課
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
も
、
他
方
の
締
約

国
の
者
が
所
有
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
ソ
ー
ス
・
コ
ー
ド
の
移
転
等
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

五
、
こ
の
協
定
が
対
象
と
す
る
調
達
機
関
が
、
基
準
額
以
上
の
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
を
調
達
す
る
際
の
規
律
を
定
め
る
。

六
、
各
締
約
国
は
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
協
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
反
競
争
的
行
為
に
対
し
て
適
当
と
認
め
る
措
置

を
と
る
。
締
約
国
は
、
補
助
金
が
両
締
約
国
間
の
貿
易
又
は
投
資
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
又
は
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
当
該
補
助
金
を
交
付
す
べ
き
で
な
い
。
締
約
国
の
国
有
企
業
、
特
別
な
権
利
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又
は
特
権
を
付
与
さ
れ
た
企
業
又
は
指
定
独
占
企
業
の
各
企
業
が
商
業
活
動
に
従
事
す
る
場
合
に
は
、
商
業
的
考
慮
に
従
っ

て
行
動
す
る
こ
と
、
他
方
の
締
約
国
の
企
業
等
に
対
し
無
差
別
待
遇
を
与
え
る
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
。

七
、
両
締
約
国
は
、
知
的
財
産
（
著
作
権
、
商
標
、
地
理
的
表
示
、
意
匠
、
特
許
等
）
の
十
分
に
し
て
効
果
的
か
つ
無
差
別
な

保
護
を
与
え
、
及
び
確
保
し
、
並
び
に
知
的
財
産
権
の
侵
害
に
対
し
て
知
的
財
産
権
を
行
使
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。

八
、
各
締
約
国
は
、
自
国
の
領
域
に
お
い
て
効
果
的
な
企
業
統
治
の
枠
組
み
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

九
、
各
締
約
国
は
、
自
国
の
規
制
当
局
が
規
制
措
置
を
立
案
し
、
評
価
し
、
及
び
見
直
す
た
め
の
手
続
及
び
仕
組
み
に
関
す
る

説
明
を
公
に
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
。

十
、
前
記
の
ほ
か
、
税
関
に
係
る
事
項
及
び
貿
易
円
滑
化
、
衛
生
植
物
検
疫
措
置
、
貿
易
の
技
術
的
障
害
、
資
本
移
動
・
支

払
・
移
転
、
貿
易
及
び
持
続
可
能
な
開
発
、
透
明
性
、
農
業
分
野
に
お
け
る
協
力
、
中
小
企
業
、
紛
争
解
決
、
制
度
に
関
す

る
規
定
等
に
つ
い
て
定
め
る
。

十
一
、
こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
た
め
の
そ
れ
ぞ
れ
の

関
係
す
る
国
内
法
上
の
要
件
及
び
手
続
に
つ
い
て
、
当
該
要
件
を
満
た
し
た
こ
と
及
び
当
該
手
続
が
完
了
し
た
こ
と
を
両
締

約
国
が
相
互
に
通
告
す
る
日
の
属
す
る
月
の
後
二
番
目
の
月
の
初
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


